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三豊市文書館条例 

平成19年6月28日 

条例第41号 

 

(設置) 

第1条 郷土の歴史的、文化的価値を有する市の公文書、地域資料、刊行物その他の記

録(以下「公文書等」という。)を収集し、保存し、広く利用に供することにより、地

域文化の発展に寄与するため、三豊市文書館を設置する。 

 

(名称及び位置) 

第2条 文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 三豊市文書館 

(2) 位置 三豊市山本町財田西375番地 

 

(業務) 

第3条 三豊市文書館(以下「文書館」という。)は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 公文書等の保存整理及び閲覧等その他の利用に関すること。 

(2) 市政に関する情報の提供に関すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的を達成するために必要な業務 

 

(委任) 

第4条 この条例に定めるもののほか、文書館の管理等に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。 

 

附 則(平成22年条例第19号) 

この条例は、公布の日から施行する。



三豊市文書館協議会設置条例 
平成21年9月25日 

条例第32号 
 

(設置) 
第1条 三豊市文書館(以下「文書館」という。)の事業及び運営その他の文書館に関す

る事項を協議するため、三豊市文書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 
 

(所掌事務) 
第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応ずるとともに、市長に意見

を述べることができる。 
(1) 文書館の事業に関すること。 
(2) 文書館の運営に関すること。 
(3) その他文書館に関し市長が必要と認めた事項に関すること。 
 
(組織等) 

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 
(2) その他市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
 

(会長及び副会長) 
第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。 
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代行する。 
 

(会議) 
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長と

なる。 
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 



3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。 
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 
 

(報酬及び費用弁償) 
第6条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、三豊市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三豊市条例第55号)の規定による。 
 

(庶務) 
第7条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。 
 

(委任) 
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 
 

附 則 
(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 
(最初の委員会の招集) 

2 この条例による最初の協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招

集する。 
(三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。 
〔次のよう〕略 



三豊市文書館協議会委員名簿 
H22.4.1  

選出区分 氏 名 所属団体等 

和田 仁 
高松工業高等専門学校 
名誉教授 

細川 滋 香川大学 理事 副学長 

嶋田 典人 香川県立文書館 副主幹 

藤田 明美 
三豊市文化財保護審議会 
会長 

小野 泰光 三豊市図書館協議会 会長 

第１号委員 
（学識経験を有する者） 

吉田 隆幸 
三豊市詫間町考古館協議会 
会長 

小野 英樹 三豊市総務部長 

白川 清秀 三豊市政策部長 

大西 弘文 三豊市市民部長 

森 富夫 三豊市健康福祉部長 

横山 和典 三豊市建設経済部長 

森  健 三豊市教育委員会事務局部長

第２号委員 
（その他市長が必要と認める者） 

木下 実 三豊市議会事務局長 

（敬称略）



三豊市文書館協議会 協議経過 

回数 開催年月日 場   所 内   容 

・三豊市文書館の現状視察 

・委嘱状及び任命状の交付 

・会長、副会長の選任 

・諮問 

1 
平成 21 年 

10 月 15 日 

三豊市文書館 

 

山本町保健センター 

・諮問事項、協議日程 

・香川県立文書館の視察研修 

・答申骨子（素案）の検討 2 
平成２１年 

11 月 26 日 
香川県立文書館 

・三豊市文書館耐震診断業務 

・答申（案）の検討 

3 
平成 22 年 

2 月 18 日 

三豊市役所 

山本支所 
・三豊市文書館耐震改修及び整備工事 

実施設計業務 

・答申（案）の検討 

4 
平成 22 年 

3 月 26 日 

岡山県立記録資料館 

 

三豊市役所 

・三豊市文書館耐震改修及び整備工事実施

設計業務 

・答申（案）の検討 

5 
平成 22 年 

4 月 20 日 

三豊市役所 

山本支所 
・三豊市文書館耐震改修及び整備工事実施

設計業務 

6 
平成 22 年 

5 月 25 日 
三豊市役所 ・答申 

 



文書館が取り扱う公文書等と永久保存文書等

文書館が取り扱う公文書等

市の公文書
（非現用公文書）

地域資料 刊行物 その他の記録

市の全ての機関
の保存年限が経
過し、職員が現
に利用に供しなく
なった文書

古文書等 市の歴史や文化
に関わるもの

地図
新聞記事

行政刊行物等
写真
フィルム
映像等
あらゆる記録媒体

評価選別後、永
久保存となった

文書

永久保存文書等

（歴史的、文化的価値を有するもの）
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